
（
企
業
、
特
に
多
国
籍
企
業
を
巡
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
国
連
で

工
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
議
論
は
、
企
業
と
本
国
・

し
受
入
れ
国
の
問
題
か
ら
、
企
業
活
動
に
お
け
る
企
業
と
個
人
・
地

計
域
社
会
の
問
題
へ
と
視
野
を
広
げ
て
き
た
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。

宛
本
来
、
当
該
問
題
に
対
処
す
べ
き
国
家
が
企
業
を
統
治
し
き
れ
な

連
い
場
合
、
ま
た
は
人
権
侵
害
等
を
行
っ
て
い
る
国
家
に
企
業
が
加

嘔
担
す
る
場
合
が
生
じ
て
お
り
、
国
際
社
会
が
、
直
接
企
業
に
目
を

剛
向
け
、
何
ら
か
の
対
策
を
と
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
た
か
ら

酷
で
あ
る
。

妨
ま
た
、
企
業
側
か
ら
も
、
個
人
（
消
費
者
・
労
働
者
・
投
資
家

ｉ
 

閉
等
）
．
地
域
社
会
な
ど
を
含
む
ス
テ
ィ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係
を
、

コンパクト参加とその実践

短
信

は
じ
め
に

地
方
自
治
政
府
の
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
参
加
と
そ
の
実
践

ｌ
メ
ル
ボ
ル
ン
参
加
に
よ
る
シ
テ
ィ
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
能
性
Ｉ

企
業
活
動
上
考
慮
す
る
積
極
的
な
動
き
が
出
て
き
た
。
地
球
市
民

と
し
て
の
「
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
こ
と
い
う
考
え
方
が
、

米
国
・
欧
州
で
発
展
し
、
日
本
に
お
い
て
も
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
一
連
の
動
き
の
な
か
に
、
国
連
事
務
総
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
で
動
き
出
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
（
Ｇ
Ｃ
）
が
あ

る
。
Ｇ
Ｃ
と
は
、
国
連
・
国
際
機
関
・
企
業
・
労
働
者
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ

等
が
中
心
と
な
っ
て
、
企
業
行
動
に
関
す
る
人
権
・
労
働
基
準
・

環
境
・
腐
敗
防
止
の
分
野
か
ら
な
る
一
○
原
則
（
当
初
九
原
則
）

の
実
現
を
図
る
、
緩
や
か
で
開
か
れ
た
枠
組
み
で
あ
る
。

こ
の
Ｇ
Ｃ
に
、
二
○
○
一
年
の
メ
ル
ボ
ル
ン
（
豪
）
の
参
加
を

（
１
）
 

皮
切
り
に
地
方
自
治
政
府
が
参
加
し
始
め
た
。
現
在
、
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
（
独
）
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（
米
）
、
バ
ス
（
英
）
、
ポ

ル
ト
ア
レ
グ
レ
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
、
ジ
ャ
ム
シ
ェ
ド
プ
ー
ル
（
印
）

を
合
わ
せ
た
六
つ
が
参
加
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｃ
原
則
に
基
づ
い
た
行

菅
原
絵
美

部落解放研究NcL160200410
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8４ 

Ｇ
Ｃ
と
は
、
国
連
Ｇ
Ｃ
事
務
局
と
五
つ
の
国
際
機
関
、
す
な
わ

ち
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
・
国
連
環
境

計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
）
・
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
・
国
連
開
発
計

画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
・
国
連
工
業
開
発
機
構
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
）
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
る
実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
も
と
、
参
加
者
が
Ｇ
Ｃ
原
則

を
実
践
す
る
自
発
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
参
加
者
は
国
連

事
務
総
長
に
対
し
、
Ｇ
Ｃ
原
則
を
実
現
す
る
こ
と
を
誓
う
手
紙
を

（
２
）
 

送
る
こ
と
で
Ｇ
Ｃ
参
加
と
な
る
。
こ
の
国
連
事
務
総
長
と
の
約
束

に
拘
束
力
は
な
い
。
こ
の
緩
や
か
さ
に
は
批
判
も
多
い
が
、
お
か

げ
で
現
状
に
即
し
た
柔
軟
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
参
加
者
に
関
し
て
、
本
来
の
名
宛
て
人
で
あ
る
企
業
だ
け
で

な
く
、
国
際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
労
働
者
団
体
、
学
術
団
体
、
そ
し

て
地
方
自
治
政
府
へ
と
拡
大
し
て
き
た
。
さ
ら
に
原
則
自
体
も
、

今
年
六
月
の
リ
ー
ダ
ー
ズ
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
腐
敗
防
止
原

則
を
加
え
九
原
則
か
ら
一
○
原
則
へ
と
拡
大
し
た
。
こ
の
よ
う
に

動
を
企
業
に
求
め
る
Ｇ
Ｃ
に
、
地
方
自
治
政
府
が
参
加
す
る
こ
と

は
具
体
的
に
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
意
識

に
立
ち
、
具
体
的
事
例
と
し
て
メ
ル
ボ
ル
ン
の
実
践
を
取
り
上
げ

見
て
い
き
た
い
。

国
連
グ
ロ
Ｉ
バ
ル
．
コ
ン
パ
ク
ト
の
し
く
み

Ｇ
Ｃ
は
社
会
の
必
要
性
に
対
応
し
、
発
展
し
続
け
て
い
る
。

さ
て
、
Ｇ
Ｃ
の
参
加
者
は
具
体
的
に
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
参
加
者
は
、
Ｇ
Ｃ
原
則
の
対
内
的
実
現
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
事
業
と
い
う
二
つ
の
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
対
内
的
実
現
と
は
、

Ｇ
Ｃ
原
則
を
参
加
者
の
組
織
内
や
活
動
内
で
実
践
し
、
ま
た
定
着

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
企
業
に
関
し
て
い
え
ば
、
社
内
規
則
化
や

社
員
へ
の
教
育
、
サ
プ
ラ
イ
・
チ
ェ
ー
ン
へ
の
対
応
等
が
対
象
と

な
る
。
社
員
ユ
ニ
ホ
ー
ム
購
入
に
際
し
Ｇ
Ｃ
原
則
（
本
件
で
は
第

二
・
第
五
原
則
）
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
企
業
も
あ
る
。
次
に
パ

コンパクト10原則グローバル.

人権

①企業は、その影響の及ぶ範囲内で国際的に
宣言されている人権の擁護を支持し、尊重

する。

②人権侵害に加担しない。

労働基準

③組合形成の自由と団体交渉の権利を実効あ
るものにする。

④あらゆる形態の強制労働を排除する。

⑤児童労働を実効的に廃止する。

⑥雇用と職業に関する差別を撤廃する。
環境

⑦環境問題の予防的なアプローチを支持する。

③環境に対して一層の責任を担うためのイニ
シアティブをとる。

⑨環境にやさしい技術の開発と普及を促進す
る。

腐敗防止（2004年６月迫力Ⅱ）

⑩強要と!Ⅱj賂を含むあらゆる形態の腐敗を防

止するために取り組む。

注：国連広報センターホームベージを参照し作成



８５地方自治政府の国連グローバル・コンパクト参加とその実践

連
諸
機
関
は
、
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発
展
ざ

と
つ
は
Ｇ
Ｃ
参
加
者
全
体
を
対
象
と
す
る
Ｇ
Ｃ
ネ

－
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｇ
Ｃ
原
則
と
国
連
ミ

レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
の
実
現
の
た
め
に
行
わ
れ
る
、
他
の
企
業
・

Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
国
連
機
関
等
と
の
協
働
事
業
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
や
南

米
、
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン

ト
事
業
や
、
地
元
企
業
の
育
成
事
業
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
に
関

す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
な
ど
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
参
加
者
の
実
践
を
促
す
た
め
、
国
連
Ｇ
Ｃ
事
務
局
と
国

璽
渚
幾
對
は
、
二
つ
Ｄ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
ひ

レニアム開発目標

「
「
、

2000年９月の国連ミレニアム･サミッ

トで採択された国連ミレニアム宣言の

中で示された､２１世紀の国際社会の目標。

国際社会の支援を必要とする課題に対

して、2015年という達成期限と具体的な

数値目標を定めた画期的な行動指針。

二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
軋

叩
者
全
体
を
吋
象
と
す
る
Ｇ
Ｃ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

①極度の貧困と飢餓の撲滅

②普遍的初等教育の達成

③ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

④幼児死亡率の削減

⑤妊娠婦の健康の改善

⑥HIV／AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓

延防止

⑦環境の持続可能性の確保

⑧開発のためのグローバル・パートナーシッ

プの推進

注：UNDP東京事務所ホームベージを参照し作成

他
方
は
国
ま
た
は
地
域
レ
ベ
ル
、
業
種
レ
ベ
ル
の
地
域
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
Ｇ
Ｃ

原
則
の
実
践
を
共
有
す
る
学
習
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
、
直
面
す
る
地
球

規
模
の
課
題
、
「
紛
争
地
域
に
お
け
る
民
間
部
門
の
役
割
」
や
「
ビ

ジ
ネ
ス
と
持
続
可
能
な
開
発
」
等
を
議
論
す
る
政
策
対
話
等
が
行

わ
れ
る
。
Ｇ
Ｃ
は
、
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
た
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
展
開
さ
れ
て

い
る
。

メ
ル
ボ
ル
ン
は
な
ぜ
Ｇ
Ｃ
に
参
加
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
メ
ル
ボ

ル
ン
が
Ｇ
Ｃ
に
参
加
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会

に
よ
る
後
押
し
が
大
き
く
働
い
て
い
る
。
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
と

は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
の
企
業
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
地
方
自
治
政
府
、
学
術
団

体
等
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
責
任
者
）
ま
た
は
議
長
と
い
っ
た
代

表
者
レ
ベ
ル
の
会
員
一
七
○
名
以
上
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
個
人
資

格
に
基
づ
い
た
民
間
の
非
営
利
的
組
織
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
代

半
ば
の
経
済
低
迷
を
受
け
、
メ
ル
ボ
ル
ン
の
経
済
を
好
転
さ
せ
る

推
進
力
と
専
門
性
を
有
す
る
機
関
の
創
設
が
求
め
ら
れ
、
’
九
八

五
年
に
設
立
さ
れ
た
。
メ
ル
ボ
ル
ン
の
長
期
的
発
展
を
目
指
し
、

問
題
を
明
ら
か
に
す
る
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
、
具
体
的
事
業
の

メ
ル
ボ
ル
ン
の
Ｇ
ｃ
へ
の
参
加
と
そ
の
実
践

部落解放研究Nol60200u1.10
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調
整
役
と
し
て
、
ま
た
企
業
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
地
方
自
治
政
府
を
つ
な

ぐ
存
在
と
し
て
活
動
し
て
き
た
。

こ
の
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
が
、
な
ぜ
メ
ル
ボ
ル
ン
の
Ｇ
Ｃ
参
加

を
進
め
た
の
か
。
そ
れ
は
メ
ル
ボ
ル
ン
の
持
続
可
能
な
発
展
と
い

う
面
で
、
企
業
の
み
な
ら
ず
、
地
方
自
治
政
府
や
市
民
社
会
に
と

っ
て
も
Ｇ
Ｃ
参
加
を
有
用
な
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
メ
ル

ボ
ル
ン
で
は
、
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
に
伴
い
、
貧
困
や
治
安
悪

化
、
教
育
格
差
、
麻
薬
、
環
境
汚
染
と
い
っ
た
問
題
が
深
刻
化
し

て
い
る
ｐ
こ
れ
ら
問
題
は
、
経
済
・
社
会
・
環
境
に
関
す
る
様
々

な
要
因
が
絡
み
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治
政
府
だ
け
で
の

解
決
は
難
し
く
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
企
業
と
の
協
働
が
必
要
と
考
え
ら
れ

た
。
さ
ら
に
、
Ｇ
Ｃ
に
メ
ル
ボ
ル
ン
が
参
加
す
る
こ
と
は
企
業
の

Ｇ
Ｃ
参
加
を
促
す
と
と
も
に
、
メ
ル
ボ
ル
ン
の
対
内
的
・
対
外
的

ア
ピ
ー
ル
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
の
協
力
と

メ
ル
ボ
ル
ン
議
会
の
支
持
を
受
け
、
二
○
○
一
年
メ
ル
ボ
ル
ン
は

世
界
最
初
の
Ｇ
Ｃ
シ
テ
ィ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｇ
Ｃ
参
加
に
あ
た
っ
て
、
メ
ル
ボ
ル
ン
は
Ｇ
Ｃ
原
則
の
対
内
的

実
現
と
し
て
、
社
会
的
責
任
・
環
境
的
責
任
・
経
済
的
責
任
か
ら

成
る
ト
リ
プ
ル
ポ
ト
ム
ラ
イ
ン
（
Ｔ
Ｂ
Ｌ
）
に
則
っ
た
サ
ー
ビ
ス
・

行
動
を
行
う
よ
う
方
針
づ
け
て
い
る
。
ま
た
施
策
面
は
、
メ
ル
ボ

ル
ン
の
市
政
計
画
で
あ
る
シ
テ
ィ
プ
ラ
ン
ニ
○
’
○
の
中
で
、
良

き
市
民
と
し
て
の
企
業
行
動
促
進
の
た
め
、
Ｇ
Ｃ
原
則
を
活
用
す

（
３
）
 

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
計
画
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る

報
告
書
が
今
年
四
月
に
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
当
該
報
告
書

の
対
象
期
間
内
に
、
メ
ル
ボ
ル
ン
に
オ
フ
ィ
ス
が
あ
る
企
業
の
Ｇ

Ｃ
原
則
参
加
数
が
○
社
か
ら
二
二
社
ま
で
増
加
し
た
こ
と
が
示
さ

（
４
）
 

れ
た
。
メ
ル
ボ
ル
ン
は
、
一
一
○
一
○
年
士
←
で
に
メ
ル
ボ
ル
ン
内
の

企
業
の
大
半
を
Ｇ
Ｃ
に
参
加
さ
せ
る
と
い
う
意
思
を
表
明
し
て
い

る
。
こ
れ
を
果
た
す
た
め
、
メ
ル
ボ
ル
ン
が
調
達
す
る
際
の
基
準

に
Ｔ
Ｂ
Ｌ
を
反
映
し
た
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
連
協
会
が
主
催

す
る
世
界
環
境
デ
ー
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
Ｔ
Ｂ
Ｌ
賞
を
加
え
た

り
し
て
い
る
。
ま
た
、
メ
ル
ボ
ル
ン
と
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
の
代

表
者
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
管
理
・
維
持
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
メ
ル
ボ
ル
ン
は
Ｇ
Ｃ
原
則
の
実
現
と
は
独
立
し
た
、

独
自
の
枠
組
み
で
あ
る
メ
ル
ボ
ル
ン
・
モ
デ
ル
を
提
案
し
、
二
○

（
５
）
 

○
一
二
年
四
月
最
終
的
に
確
立
さ
せ
た
。
メ
ル
ボ
ル
ン
・
モ
デ
ル
は
、

企
業
・
地
方
自
治
政
府
・
市
民
社
会
の
協
働
を
中
心
と
し
た
取
り

組
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
成
果
の
あ
っ
た
事
業
に
関
す
る
情
報
を

共
有
す
る
こ
と
で
、
他
の
地
方
自
治
政
府
の
問
題
解
決
に
も
役
立

つ
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

二
○
○
三
年
に
は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
・
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
初
の

取
り
組
み
と
し
て
、
公
共
料
金
支
払
不
能
者
・
支
払
困
難
者
救
済

（
６
）
 

事
業
（
ご
［
一
一
ご
□
の
ヶ
［
、
己
冒
一
勺
【
の
く
の
ロ
［
一
・
口
勺
旦
の
、
〔
、
Ｕ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
事
業
）
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メルボルン・モデル注：Teller論文（注（５）参照）137頁を参考に作成

⑦事業報告｜

|…識…c辨鳳，
|のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに登録着れＭ
１のシティがｱｸｾｽ可能となる1

-1；蝿子
ｒ－．－－…－－－－－…－－－－ ⑥事業実施｜
｜行政･企業･ＮＧＯによる協働１

，－二画蕊桑蕊－１
１参加主体や事務局が評価’
１に満足するまで行われる’

－－－－－鮭騨蟄－．－－.…（

露|鰄騨Ｉ

lglLi竺製三雲型ＥＪ－ｒ
Ｌ－－－－－－－－－－－－』
'②ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ原則(下表)への参加’

'零壽鱒…’１
１鬘蕊織#二二｜
|蝿ｼﾂﾞ糊獺辮’
１が評価可能’

１灘鵜鳴１
１－ニニーニーー一二二一コニェニニーー！

持続可能なシティのためのメルボルン原則

が
展
開
さ
れ
た
。
メ
ル
ボ
ル
ン
で
は
、
毎
月
消
費
者
の
ほ
ぼ
一
五

％
が
公
共
料
金
の
支
払
不
能
、
ま
た
は
支
払
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

そ
の
大
半
は
、
年
金
受
給
者
、
母
子
・
父
子
家
庭
、
ま
た
は
失
業

中
の
若
者
と
い
う
よ
う
に
社
会
的
困
難
層
に
属
す
る
人
々
で
あ

る
。
こ
の
公
共
料
金
不
払
が
、
「
借
金
の
渦
（
Ｑ
の
ウ
［
の
ｂ
園
一
ｍ
）
」
や

「
貧
困
の
罠
（
ロ
・
く
の
Ｒ
Ｑ
５
℃
）
」
へ
の
始
ま
り
と
な
る
場
合
が
多
く
、

2002年４月UNEP-ITECとビクトリア州環境係全

局によりワークショップがメルボルンで開催され、

その際作られた原則。｜可年５月、メルボルン議会は

正式に原則をメルボルンの原則として採択。

①持続可能性、世代間、社会的、経済的政治的平等性そし
て個別性に基礎をおいた長期ヴィジョンを提供する。

②長期的な経済社会的安定を実現する。

③生物多様性と自然生態系の本質的価値の保護と再生の必
要を確認する。

④シティの生態的負荷を鎧小限とする。

⑤地域のエコシステムの循環のなかにシティを構築し健康
で持続可能な発展と育成を行う。

⑥人間的で文化的な価値や、歴史、自然システムを含んだ
シティの特性を踏まえてシティをつくる。

⑦市民をエンパワーメントし、市民参加を育成する。

③共通の持続可能な未来の榊築に向けて、市民の協力的ネ
ットワークを作り可能性を拡げる。

⑨環境にやさしい技術の利Ｈ１と効果的な需要管理とを迪じ

て持続可能な生産と消費を促進する。

⑩アカウンタビリテイや、透明性、グッド・ガバナンスに

基礎を置き持続的な向上を可能とする。

注：UNEP-ITECホームベージを参照し作成

部落解放研究Nql60200kL10
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二
○
○
一
一
一
年
一
二
月
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
か
れ
た
第
三
回
国
際
学

（
７
）
 

習
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
Ｇ
Ｃ
シ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
正
式
に
承
認

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
Ｕ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
事
業
の
成
功
を
受
け
て
、
メ
ル
ボ

ル
ン
・
モ
デ
ル
を
世
界
的
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
地

当
該
個
人
や
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
企
業
・
政

府
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
こ
で
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
に

よ
り
事
業
と
し
て
考
案
さ
れ
た
。

Ｕ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
事
業
は
、
三
○
を
超
え
る
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
地
方
自

治
政
府
が
協
働
し
展
開
さ
れ
て
い
る
。
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
が
調

整
役
を
担
い
、
数
段
階
に
分
け
て
円
卓
会
議
を
設
け
、
参
加
者
間

で
の
話
し
合
い
の
も
と
、
事
業
が
進
め
ら
れ
た
。
メ
ル
ボ
ル
ン
委

員
会
の
呼
び
か
け
に
自
発
的
に
応
え
た
参
加
者
た
ち
で
あ
っ
た
の

で
、
高
い
問
題
意
識
と
強
い
行
動
意
欲
の
も
と
、
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
企
業
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
地
方
自
治
政
府
と

い
う
構
成
に
よ
り
、
事
業
過
程
が
透
明
性
の
あ
る
、
開
か
れ
た
も

二
○
○
四
年
の
事
業
と
し
て
は
、
「
燃
料
コ
ス
ト
が
支
払
え
な

い
家
庭
の
存
在
（
甘
の
一
己
・
く
円
口
）
」
を
巡
る
研
究
発
表
が
予
定
さ

れ
い
る
。

の
と
な
っ
た
。

Ｇ
ｃ
シ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
始
ま
り

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
Ｇ
Ｃ
は
、
Ｇ
Ｃ
原
則
に
則
っ
た
企

業
行
動
を
根
づ
か
せ
、
多
様
な
利
害
関
係
者
間
の
協
力
と
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
問
題
解
決
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
。
こ
の
目
標
の
た
め
、
Ｇ
Ｃ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
重

視
し
て
き
た
。
企
業
を
取
り
巻
く
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
地
方
自
治
政
府
等
が

企
業
に
Ｇ
Ｃ
原
則
実
現
を
促
し
た
り
、
ま
た
専
門
的
技
術
・
知
識

を
提
供
し
た
り
し
な
が
ら
、
企
業
の
自
発
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を

支
え
て
い
る
。
国
連
Ｇ
Ｃ
事
務
局
と
国
連
諸
機
関
は
、
学
習
フ
ォ

方
自
治
政
府
の
Ｇ
Ｃ
参
加
を
促
す
新
し
い
取
り
組
み
で
あ
る
。
今

後
二
年
間
に
、
六
つ
の
地
方
自
治
政
府
（
メ
ル
ボ
ル
ン
・
ポ
ル
ト

ア
レ
グ
レ
・
ジ
ャ
ム
シ
ェ
ド
プ
ー
ル
・
天
津
（
中
）
・
ナ
イ
ロ
ビ

（
ケ
ー
ー
ァ
）
・
シ
カ
ゴ
（
米
）
）
で
先
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
、

二
○
○
六
年
の
報
告
を
受
け
、
シ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
効
性

を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
全
体
的
な
調
整
は
メ
ル
ボ
ル
ン

委
員
会
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
が
強
調
す
る
こ
と
は
、
先
行
プ
ロ
グ

ラ
ム
参
加
と
、
Ｇ
Ｃ
参
加
と
の
区
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
行

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
な
い
地
方
自
治
政
府
も
Ｇ
Ｃ
へ
の
参
加
が

歓
迎
さ
れ
て
い
る
。

Ｇ
ｃ
と
シ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
意
義
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１
ラ
ム
や
政
策
対
話
を
開
催
し
Ｇ
Ｃ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る

と
と
も
に
、
国
や
地
域
、
業
種
レ
ベ
ル
で
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
築
す
る
よ
う
奨
励
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
地
方
自
治
政
府
の
Ｇ

Ｃ
参
加
は
、
こ
れ
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
、
シ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
新
た
に
位
置
づ
け
た
。

Ｇ
Ｃ
に
お
け
る
シ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
意
義
と
し
て
次
の

点
が
指
摘
で
き
る
。

一
つ
は
、
Ｇ
Ｃ
原
則
の
実
効
性
の
確
保
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
生
活
現
場
と
最
も
近
く
、
企
業
活
動
と
直
接
、

深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
地
方
自
治
政
府
が
公
共
事
業

入
札
の
基
準
と
し
て
Ｇ
Ｃ
原
則
を
考
慮
す
る
な
ど
、
企
業
の
自
主

性
に
委
ね
て
い
た
Ｇ
Ｃ
原
則
の
対
内
的
実
現
を
、
シ
テ
ィ
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
か
ら
強
く
誘
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
目
は
、
Ｇ
Ｃ
の
活
用
の
幅
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｇ
Ｃ

の
目
的
の
一
つ
に
協
働
に
よ
る
問
題
解
決
が
あ
る
。
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
事
業
で
は
、
事
業
要
件
と
し
て
国
連
ミ
レ
ニ
ァ
ム
開
発
目

標
の
実
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
展
途
上
国
の
、
開
発
や
環
境
の

持
続
可
能
性
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
と
い
っ
た
問
題
解
決
を
中
心

に
、
Ｇ
Ｃ
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
メ
ル
ボ
ル
ン
・

モ
デ
ル
が
対
象
と
す
る
の
は
、
参
加
者
が
属
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

内
で
顕
在
化
し
て
き
た
問
題
の
解
決
で
あ
る
。
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員

会
の
調
整
の
も
と
、
企
業
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
地
方
自
治
政
府
が
共
に
、

公
共
料
金
支
払
不
能
者
・
支
払
困
難
者
救
済
事
業
を
展
開
す
る
手

法
は
、
Ｇ
Ｃ
の
新
た
な
可
能
性
と
し
て
注
目
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

Ｇ
Ｃ
に
お
け
る
メ
ル
ボ
ル
ン
や
他
の
地
方
自
治
政
府
に
よ
る
取

り
組
み
は
ま
さ
に
今
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
地
方
自
治
政
府

参
加
に
よ
る
シ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
い
か
に
Ｇ
Ｃ
で
活
用
さ

れ
て
い
く
か
は
、
今
後
の
実
践
に
か
か
っ
て
い
る
。
よ
り
多
く
の

企
業
と
よ
り
多
く
の
地
方
自
治
政
府
が
、
Ｇ
Ｃ
へ
積
極
的
に
参
加

し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。

注（
１
）
本
稿
で
「
地
方
自
治
政
府
」
と
は
、
国
際
法
主
体
で
あ
る
主
権

国
家
を
代
表
す
る
中
央
政
府
に
対
す
る
、
中
央
政
府
以
外
の
政
府

を
指
す
も
の
と
す
る
。
連
邦
制
を
採
用
す
る
米
国
の
州
政
府
や
中

央
集
権
国
家
で
あ
る
日
本
の
自
治
体
な
ど
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

「
地
方
自
治
政
府
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
村
上
正
直
「
人

権
条
約
の
国
内
的
実
施
」
（
畑
博
行
・
水
上
千
之
編
『
国
際
人
権

法
概
論
』
（
第
三
版
）
、
有
信
堂
、
一
一
○
○
一
一
年
）
二
七
一
～
二
七

二
頁
、
参
照
。
地
方
自
治
政
府
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
Ｇ
Ｃ
に
参
加
し
て
い
る
の
は
Ｑ
ｑ
と
分
類
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
に
お
い
て
、
ロ
ミ
は
「
シ
テ
ィ
」
と
表
記
す
る
。
○
ど

の
定
義
・
内
容
は
各
国
の
と
る
制
度
等
に
よ
り
異
な
り
、
日
本
の

部落解放研究NcLl602004lO
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／￣へ

７ 
、－〆

（
６
）
Ｕ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
事
業
に
関
し
て
は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
の
委
員
で
、

メ
ル
ボ
ル
ン
の
Ｇ
Ｃ
活
動
の
中
心
人
物
で
あ
る
□
昌
江
弓
の
一
一
（

（
５
）
メ
ル
ボ
ル
ン
・
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
旨
く
ａ

「
市
」
で
は
合
致
し
な
い
部
分
が
生
ず
る
た
め
で
あ
る
。
後
述
す

る
が
、
現
在
Ｇ
Ｃ
に
参
加
す
る
六
つ
の
シ
テ
ィ
は
そ
れ
ぞ
れ
国
家

体
制
・
地
方
自
治
制
度
等
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ

ク
ロ
ロ
〃
と
さ
れ
る
。

（
２
）
地
方
自
治
政
府
の
場
合
は
、
主
席
行
政
職
員
ま
た
は
市
長
が
同

様
の
手
紙
を
、
当
該
地
方
自
治
政
府
・
企
業
の
詳
細
と
と
も
に
送

付
す
る
。
議
会
に
よ
る
参
加
の
承
認
や
Ｇ
Ｃ
原
則
実
施
策
の
決
定

の
必
要
性
は
地
方
自
治
政
府
の
仕
組
み
に
よ
る
。

（
３
）
三
の
一
ワ
。
旨
□
の
Ｑ
［
『
○
○
目
、
一
一
・
Ｑ
ご
勺
一
目
ｇ
」
Ｐ
］
旨
の
ｇ
９
．

℃い」。

（
４
）
三
の
’
す
。
巨
曰
の
ロ
ロ
○
○
目
、
一
一
Ｑ
ｑ
Ｈ
目
２
９
ｓ
口
。
、
【
の
印
の

、
、
四
白
叩
〔
○
一
亘
勺
一
目
ｇ
］
○
℃
円
き
【
日
目
８
冒
昌
８
戸
。
【
の
．
シ
□
『
一
一

氏
よ
り
、
直
接
い
た
だ
い
た
資
料
に
基
づ
く
。

Ｇ
Ｃ
シ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
は
Ⅱ

弓
①
’
一
の
【
・
息
口
已
［
の
」
三
四
［
一
○
口
⑩
○
一
○
ケ
四
一
ｏ
○
日
□
四
。
［
○
一
口
の
⑩

勺
Ｈ
Ｃ
ｍ
３
Ｂ
ロ
］
の
．
Ｂ
す
の
三
の
一
ヶ
○
日
ロ
の
ｇ
ｏ
」
の
｜
“
の
○
一
く
一
口
、
四
四
ａ

、、四一口⑩〔

四
○
○
一
℃
口

ご
『
ワ
目
［
⑫
の
Ｅ
①
⑫
弓
○
ｍ
の
Ｓ
①
【
葛
・
｛
・
ミ
ミ
」
ａ
ｏ

Ｑ
耳
討
目
冬
Ｓ
－
⑪
⑫
こ
の
」
」
》
で
□
］
届
‐
］
台
．
シ
巨
已
【
ロ
ロ
９
ｓ
．

ご
『
ワ
目
［
⑫
の
Ｅ
①
⑫
弓
○
ｍ
の
Ｓ
①
【
葛
・
｛
・
ミ
琶
巳
＆
○
・
ｓ
ミ
ミ
⑩
．

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
曰
冨

Ｂ
２
一
円

国
連
Ｇ
Ｃ
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
》

胃
【
ロ
ベ
ヘ
ミ
ミ
ョ
・
Ｅ
ｐ
ｍ
’
○
ケ
ｍ
－
８
Ｂ
己
四
の
〔
ｂ
『
、
へ
勺
。
【
白
一
へ
□
①
冒
巨
一
〔
．
②
の
ロ
・

国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
》
亘
日
へ
ヘ
ニ
ラ
蔓
「
・
昌
一
８
『
」
己
・

メ
ル
ボ
ル
ン
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ニ
［
［
ミ
ヘ
ニ
『
ミ
ニ
「
・
己
の
｜
ｇ
こ
『
ロ
⑪
。
『
ぬ
。
ｇ

メ
ル
ボ
ル
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
坤
豈
［
日
へ
ヘ
ミ
ミ
ミ
・
日
の
一
ヶ
。
Ｅ
目
の
ご
一
同
・
ｍ
Ｃ
く
・
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